
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続税の申告とマイナンバー                

Ｑ：相続税の申告時におけるマイナンバー

の取扱いは、どのようになりますか？                            

                                              

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

さきごろ、国税庁からマイナンバー制度に

おける相続税・贈与税に関するFAQが公表され

ました。主な内容は、次のとおりです。 

 ①マイナンバー(個人番号)の記載は、平成28

年１月１日以降の相続又は遺贈(死因贈与

を含む)により取得した財産に係る相続税

の申告書から必要となります。 

 ②被相続人のマイナンバーを確認することが

できない場合は、マイナンバーの記載は不

要です。 

 ③被相続人の本人確認書類の提示又は写しの

添付は必要ありません。 

 ④マイナンバーを記載した相続税の申告書を

税務署に提出する際は、各相続人等の本人

確認書類の写しを添付する必要があります。 

 ⑤住民票の写しに同一世帯の者に係るマイナ

ンバーが記載されている場合には、相続税

の申告をする者以外のマイナンバーをマス

キングしてください。 

 ⑥相続税の申告書の控えを保管する場合は、

その控えにはマイナンバーを記載しない

(複写により控えを作成する場合は、マイナ

ンバー部分が複写されない措置を講じる)

など、マイナンバーの取扱いには十分注意

してください。 

Ｒ Ｅ  Ｄ Ａ Ｓ  
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

Ａ 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２０１６年）平成２８年   月   日 水曜日 ９１ ４

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

5 5 5 2  

 

号 

ホーム ＞ リーダァスクラブ ＞ バックナンバー 

三輪厚二税理士事務所／顧問料不要の三輪会計事務所（編集・発行：税理士 三輪厚二）

大阪市中央区備後町 2-4-6  TEL：06-6209-7191  WEB：http://www.zeirishi-miwa.co.jp  

お見積り・お問合せ：http://www.zeirishi-miwa.co.jp/toiawase.html

http://www.zeirishi-miwa.co.jp/
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/index.html
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/backno.html

